
 

 
 

 
 
 

仙台市 
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今から約４００年前の江戸時代，仙台藩祖

伊達政宗公は，家臣たちに，屋敷内には飢餓

に備えて，栗・梅・柿などの実のなる木や竹

を，また，隣りとの境に杉を植えるように奨

めました。こうしてできた屋敷林と，お寺や

神社の林，そして広瀬川の河畔や青葉山の緑

が一体となって仙台は，まち全体が緑に包まれていました。 

この「まち全体が緑に包まれる姿」は，明治 

４２年には，「森の都」として仙台の観光案内 

書に記されています。また，昭和に入って間も 

ない頃には，「杜の都」と表されるようになっ 

たと言われ，この姿は，昭和２０年の仙台空襲 

前まで残っていました。 

「杜の都」の「杜」は，山などに自然に生えている樹木や草花だけではなく，そのまち

に暮らす人々が協力し合い，長い年月をかけて育ててきた豊かな緑のことです。 

「杜の都」と表するところに，「神社や寺，屋敷のまわりを取り囲んでいる『緑』，人々

がていねいに手入れをしてきた『緑』こそが仙台の宝」という市民の想いが込められてい

ます。 
 

杜 の 都 ・ 仙 台 
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①青葉通（仙台駅から青葉山を望む） 

②仙台市野草園（芝生広場） 

③東四郎丸公園（市民植樹の様子） 

④定禅寺通（東一番町通から彫刻「夏の思い出」を望む） 

⑤仙台市中心部（青葉山上空より市街地を望む） 

＜ 表 紙 ＞ 

写真② 
写真 
① 

写真③ 

写真 
④ 

写真⑤ 

緑ゆたかな仙台（戦前の絵はがきより） 

かつての武家屋敷のイメージ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

仙台市では，昭和４８年３月に「杜の都の環境をつくる条例」を制定し，自然との調和

ある環境の創造と杜の都の伝統ある風土を未来に発展させることを目指してきました。 

この条例により，市街地の貴重な緑地が保全されるなど，一定の役割を果たしてきまし

たが，条例制定から３０数年が経過した今日，地球規模での環境問題や個性あるまちづく

りの推進，さらには市民参画社会の到来など，公園・緑地行政を取り巻く社会情勢は大き

く変化しています。 

こうした中，仙台市では，平成９年に「緑の基本計画（仙台グリーンプラン２１）」を

策定し，さらには平成１１年に「百年の杜づくり行動計画」を策定して，市民・事業者と

の協働による緑の諸施策を展開してきており，これらの計画と条例との関係を整理するこ

とが必要とされておりました。 

また，緑地保全と緑化推進の充実を図るため，平成１６年に「都市緑地保全法」が「都

市緑地法」に改正され，同法及び条例に基づく各々の制度の整合も図る必要が生じました。

こうした状況を踏まえ，仙台市では，平成１８年６月に「杜の都・仙台」の根幹を成す

「杜の都の環境をつくる条例」の改正を行いました。 
 

条 例 改 正 の 経 緯
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慶長5年    ● 伊達政宗公，仙台城築城開始  

（1600年）  

    屋敷林などによる，緑に包まれるまち「森の都」（杜の都）の形成 

 

昭和 20年 ● 仙台空襲（戦災による市街地の緑の焼失） 

    25年 ● 青葉通･･･植栽     

33年 ● 定禅寺通･･･植栽 

37年 ● 健康都市宣言 

 

48年 ● 杜の都の環境をつくる条例の制定，都市緑地保全法の制定 

49年 ● 広瀬川の清流を守る条例の制定 

   

平成 9年 ● 仙台グリーンプラン21の策定   

11年 ● 百年の杜づくり行動計画の策定 

16年 ● 都市緑地保全法が都市緑地法に改正 

18年 ● 杜の都の環境をつくる条例の改正 

条例と法・諸施策

の整合 

（戦災復興） 

（諸施策の展開） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市における緑の役割 

都市環境の改善 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
緑陰の提供や温暖化・大気汚染・
騒音といった環境問題などを改
善してくれます。 

健康・レクリエーションの

場の提供 

 
 
 
自然とのふれあいや休息・休養の
場となります。 

生物多様性の保全 

 
 
 
 
たくさんの種類の動植物が生息
する場となります。 

都市の防災性の向上 
 
 
 
 
 
 
火災・暴風・地震などの災害を防
止・軽減してくれます。 

良好な都市景観の形成

 
 
 
 
 
自然環境などの創出により，きれ
いな街並みを形成します。 

緑被率とは… 
一般に樹林地，草地，農地など

樹木や草で覆われた土地（緑被

地）の面積の，区域の全体面積に

対する割合を表したものです。 

仙台市では，樹木，草・芝等で

被覆された土地，農耕地及び水面

を緑被地として算出しています。 

30.7％ 仙台市の 

緑被率 
（市街化区域） 

市街化区域面積 18,001 ha 

緑 被 面 積  5,113 ha

平成 17年 3月 31日現在

仙台市の緑は，市街地の緑や周辺の丘陵地，

そして奥羽山麓に至る自然緑地の緑とがあり，

これらの緑は市域面積の約８割を占めており

ます。 

しかし，市民生活に潤いを与えている市街地

の緑は，都市化の進展とともに徐々に失われつ

つあり，その面積は，市街化区域面積の約３割

となっております。 

仙台の個性といえる「杜の都」の伝統を未来

に継承するとともに，緑の中に都市が包まれる

「杜の都」を創造するため，この条例をもとに

市民・事業者・行政が力を合わせて，緑の保全・

創出・普及に取り組んでいきます。 

 

33  

28.4％ 

昭和 63 年度調査 

平成 16 年度調査 

市街化区域 

緑を取り巻く状況 

私たちの身のまわりには，公園や街路をはじめとする各公共施設や民有地などに，さまざまな

緑があります。これらの緑は，人々に安らぎと豊かさ，季節感などを与えてくれるとともに，大

気の浄化などの都市環境の改善や，地震・火災などの災害に強いまちづくりに役立つなど，たく

さんの役割を持っています。 



 

●条例は，「総則」，「緑の保全」，「緑の創出」，「緑の普及」，「杜の都の環境をつくる審議会」

等から構成されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条条例例のの構構成成  
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・保存緑地や保存樹木等の制度を活用しながら，市街地に残る貴重な緑地や樹木など，都

市の自然環境の保全に努めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

保存緑地 （第11～18 条） 
都市の健全な環境を確保するため，土地所有者の理解と協力のもと市街地やその周辺の良好な緑を

「保存緑地」に指定し，保全していく制度で，主な内容は次のとおりです。 

・保存緑地の所有者等は，緑地が保全されるよう適切な管理をしていただきます。 

・保存緑地内において建築物等を建築する場合などは，あらかじめ届出が必要です。無断伐採など

の場合には，罰せられます。 

・市では保存緑地が保全されるよう，保存緑地の所有者等に対して助言や援助を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

保存樹木等 （第 19～25 条） 
 主に市街地やその周辺において，地域の美観風致を維持するため保存することが必要な樹木・樹

林を「保存樹木」や「保存樹林」に指定し，保全していくとともに，保存樹木等のある土地は，「樹

木保存区域」に指定し，樹木といっしょに保全していく制度です。 

主な内容は次のとおりです。 

・保存樹木等の所有者等は，樹木が枯損しないよう保全していただきます。 

・市では保存樹木等の生育状況の把握に努めるとともに，保存樹木等の所有者等に対して助言や

援助を行っています。 

・樹木保存区域内において建築物等を建築する場合などは，あらかじめ届出が必要です。無断伐

採などの場合，市長は，氏名（名称），住所，違反の事実を公表することができます。 

緑緑のの保保全全にに関関すするる施施策策  
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●都市環境を改善するため，道路に接する部分の緑化の推進や緑化計画書の提出と認定の

義務づけなど，実効性を備えた制度により緑の創出を進めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

緑化計画書 （第29条） 
緑化計画書に関する手続きの整備を行いました。 

・市，市民，事業者が，一定規模以上の開発行

為や建築行為を行おうとする場合は，あらか

じめ緑化計画書を市に提出し，その認定を受

けることが義務づけられました。 

・緑化計画書に基づき緑化工事が完了したとき 

は，速やかに市に緑化完了届を提出しなければなりません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

緑緑のの創創出出にに関関すするる施施策策  

緑化の義務 （第26・27 条） 
市，市民，事業者が，新たに開発行為や建築行為を行う場合には，その土地または敷地内の緑化が

義務づけられました。 

 

接道部の緑化 （第28条） 
道路に接する部分は公共性の高いスペース

です。この部分を緑化することにより，市民の

目にふれる緑の創出に努めていただきます。 

 

報告・立入調査 （第30条）

市長は，緑化計画書を提出する義務のあ

る者に対し，緑化に関する状況等を報告さ

せ，または職員を敷地等に立ち入らせ，建

築物，書類その他の物件を調査させること

ができます。 

勧告・公表 （第31・37 条） 
・市長は，緑化の義務に違反している者や，緑

化計画に関する手続きを行わない者，報告や

立入調査を拒むなどした者に対し，必要な措

置をとるよう勧告することができます。 

・市長は，勧告に従わない場合，氏名（名称），

住所，違反の事実を公表することができま

す。 

 
開発行為者

建築行為者

 

市 

緑化計画書 着 工 完了届 

内 容 審 査 認 定 検 査 
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 緑に関する学びの場を提供するとともに，学校教育における支援や社会教育の充実を図

ります。また，緑の保全や緑化活動に功績がある団体や個人を表彰するなど緑の普及に努

めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

支 援 （第 35条） 
緑に関する施策を推進するため，市民や事業

者に対し，専門家の派遣や緑化資材の提供，費

用の助成などの支援を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑の活動団体 （第34条） 
緑の保全，創出，普及に関する活動のうち，

条例の目的に寄与する活動を行う団体を「緑の

活動団体」として認定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 彰 （第 33条） 
緑の保全，創出，普及に関する活動に顕著な

功績のあった方などを，毎年春に開催される新

緑祭等において表彰します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

啓 発 （第 32条） 
市民や事業者が緑に関する活動を自発的に行

えるよう，学習の機会の提供や，緑の普及を図

るための情報を発信します。 

緑緑のの普普及及にに関関すするる施施策策  
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 前条例（昭和４８年制定） 現条例（平成１８年改正） 

総

則 

第１章 総則（第１条～７条） 

■杜の都の環境をつくるための基本方針 

・基本構想，緑の街区，保存緑地などの指定に

関することなどを内容とした「杜の都の環境

をつくるための基本方針」を定めなければな

らない。 

第１章 総則（第1条～第10条） 

■緑の基本計画 

・市長は，都市緑地法で規定する「緑地の保全及び緑化の推進に

関する基本計画」（仙台市における「仙台グリーンプラン21」）

を定めなければならない。 

緑

の

保

全 

第３章 緑地等の保全（第14条～第20条） 

■保存緑地 

・保存緑地内で開発行為などの一定の行為を行

う者は，その旨を事前に市長に届け出なけれ

ばならない。 

・保全のため特に必要があると認めるときは，

市は，土地の買い取りに努めなければならな

い。 

■樹木保存区域 

・保存樹木等の保全のため必要があるときは，

市は，その周辺の区域を樹木保存区域として

指定ができる。 

第２章 緑の保全（第11条～第25条） 

■保存緑地 

・保存緑地内で開発行為などの一定の行為を行う者は，その旨を

行為の30日前までに，市長に届け出なければならない。 

 

・緑の保全に特に必要があると認めるときは，市は，土地の全部

または一部の買い取りができる。 

■樹木保存区域 

・樹木保存区域内で開発行為などの一定の行為を行う者は，その

旨を行為の30日前までに，市長に届け出なければならない。

・届出なく行為に着手した者などに対して，中止や原状回復の命

令ができる。また，これらの命令に反したなどの者に対して，

弁明の機会を与えた上で，違反の事実などの公表ができる。 

緑

の

創

出 

第２章 緑化の推進（第9条～第13条） 

■工場等の緑化 

・工場，事業場等の設置などを行う者は，敷地

の緑化を図らなければならない。 

 

 

 

 

 

・この緑化について必要あるときは，助言また

は勧告ができる。 

 

 

■緑の街区 

■緑の団地 

■緑化協定 

第３章 緑の創出（第26条～第31条） 

■緑化計画書の提出及び認定 

・建築行為・開発行為を行う者は，敷地の緑化を行わなければな

らない。 

・緑化を行う者は，特に道路に接する部分の緑化に努めなければ

ならない。 

・一定規模以上の建築行為・開発行為を行う者は，あらかじめ緑

化計画書を提出し，認定を受けなければならない。また，緑化

工事完了後には，完了届を提出しなければならない。 

・市長は，緑化計画書の認定を受けずに建築行為・開発行為に着

手した者や完了届を提出しない者に対して，勧告ができる。ま

た，勧告に応じない者に対して，弁明の機会を与えた上で，違

反の事実などの公表ができる。 

緑

の

普

及 

（規定なし） 

第４章 緑の普及（第32条～第35条） 

■啓発，教育活動，表彰 

・市は緑に関する情報の収集や提供を行うとともに，市民や事業

者の活動が促進されるよう必要な措置を講じる。 

・市は緑に関する学校教育や社会教育の充実を図るよう努める。

・市は緑の保全，創出，普及に顕著な功績がある者について表彰

ができる。 

■緑の活動団体の認定 

・市はこの条例の目的に寄与する活動を行う団体を，緑の活動団

体として認定ができる。 

■支援 

・市は市民や事業者に対して，緑化資材の提供，費用の助成など

の支援ができる。 

 

条条例例のの主主なな変変更更点点  
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杜の都の環境をつくる条例（昭和 48 年仙台市条例第 2号）

の全部を改正する。 
 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条-第 10 条） 

第２章 緑の保全 

 第１節 保存緑地（第 11 条-第 18 条） 

 第２節 保存樹木等（第 19 条-第 25 条） 

第３章 緑の創出（第 26 条-第 31 条） 

第４章 緑の普及（第 32 条-第 35 条） 

第５章 杜の都の環境をつくる審議会（第 36 条） 

第６章 雑則（第 37 条・第 38 条） 

第７章 罰則（第 39 条-第 41 条） 

附則 

 

私たちの郷土仙台は，緑に満ちた都市景観と情緒ある環境を

保ちながら健康で文化的な市民生活をはぐくみ，個性豊かな

「杜の都」を形づくってきた。 

しかしながら，急速な都市化の進展は，緑の環境の無秩序な

破壊を招き，市民共有の財産である杜の都の潤いある環境は，

失われようとしている。 

緑は，人間にとって心のふるさとであり，生命の源である。 

緑に満ちた「明るく，住みよく，美しい」都市環境は，郷土

を愛する市民すべての切なる願いであり，その未来への継承

こそ私たちに課せられた大いなる責務である。 

ここに，私たちは，自然との調和ある環境の創造を都市づく

りの理念とし，市民挙げて緑の保護と積極的な育成に努め，

杜の都の伝統ある風土を未来に発展させることを決意し，こ

の条例を制定する。 

 

 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は，緑の保全，創出及び普及に関し必要な

事項を定めるとともに，緑の保全，創出及び普及に関する施

策を総合的かつ計画的に推進することにより，健康で文化的

な市民生活の確保と杜の都の緑豊かな都市環境の形成に資

することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 緑 樹林地，水辺地等動植物の生息若しくは生育の基

盤となる土地若しくは空間で良好な自然的環境を形成

しているもの又は樹木，草花その他の植物をいう。 

(2) 緑の普及 緑に関する知識若しくは緑の保全若しく

は創出に関する活動を広めること又は緑の保全若しく

は創出に関する意欲の増進を図ることをいう。 

 

 （市の責務） 

第３条 市は，第１条の目的を達成するため，緑の保全，創

出及び普及に関する総合的な施策を策定し，及び実施しなけ

ればならない。 

２ 市は，前項の規定による施策の策定及び実施に際しては，

必要に応じ，国又は他の地方公共団体と連携を図るものとす

る。 

３ 市は，第１項の規定による施策の策定及び実施に関し必

要な事項について調査及び研究を行い，その結果を公表する

ものとする。 

 

 （市民の責務） 

第４条 市民は，緑の保全，創出及び普及に自ら努めるとと

もに，第１条の目的を達成するため市が行う施策の策定及び

実施に協力しなければならない。 

 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は，事業活動を行うに当たり，緑の保全，創

出及び普及に自ら努めるとともに，第１条の目的を達成する

ため市が行う施策の策定及び実施に協力しなければならな

い。 

 

 （協働による取組） 

第６条 市，市民及び事業者は，協働による緑の保全，創出

及び普及に継続的に取り組むものとする。 

２ 市は，前項の規定による取組が促進されるよう，人材の

活用その他必要な体制の整備に努めなければならない。 

 

 （土地等における緑の保全及び創出） 

第７条 市は，自ら所有し，設置し，又は管理する土地及び

施設の敷地内について，緑の保全及び創出に努めなければ

ならない。 

２ 市民及び事業者は，自ら所有し，又は管理する土地及び

建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の敷地

内について，緑の保全及び創出に努めなければならない。 

 

 （緑の適切な管理） 

第８条 市，市民及び事業者は，自ら所有し，又は管理する

緑について，適切な管理に努めなければならない。 

２ 市，市民及び事業者は，自らが活動する場所及びその周

辺の緑の適切な管理について，互いに協力するよう努めな

ければならない。 

 

 （国又は他の地方公共団体への協力要請） 

第９条 市長は，緑の保全，創出及び普及に関する市の施策

の推進について，国又は他の地方公共団体に対し，協力を

要請することができる。 

２ 市長は，国又は他の地方公共団体が本市の区域内に所有

し，設置し，又は管理する土地及び施設の敷地内における

緑の保全及び創出について，当該国又は他の地方公共団体

に対し，協力を要請することができる。 

 

 （緑の基本計画） 

第 10 条 市長は，本市の区域における緑の保全，創出及び普

及に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，仙台

市緑の基本計画（都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号。以

下「法」という。）第４条第１項に規定する基本計画をいう。

以下「緑の基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 市長は，緑の基本計画を定め，又は変更しようとすると

きは，あらかじめ杜の都の環境をつくる審議会の意見を聴
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かなければならない。 

３ 市長は，緑の基本計画に定める施策の実施状況について，

杜の都の環境をつくる審議会に報告するものとする。 

 

第２章 緑の保全 

第１節 保存緑地 

 

 （保存緑地） 

第 11 条 市長は，都市の健全な環境を確保するため，緑を含

む土地の区域で規則で定める規模以上のもののうち，次の

各号のいずれにも該当するものを，保存緑地として指定す

ることができる。 

(1) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第７条第１項

の規定により定められた市街化区域及びその周辺地に

存すること 

(2) 地域の住民の健全な心身の保持及び増進又は公害若

しくは災害の防止に効果があること 

(3) 特に良好な自然的環境を有すること 

２ 市長は，保存緑地を指定しようとするときは，あらかじ

め杜の都の環境をつくる審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

３ 市長は，保存緑地を指定したときは，当該保存緑地にお

ける緑の保全計画（以下この条において「保全計画」とい

う。）を定めなければならない。 

４ 市長は，保存緑地を指定したとき又は保全計画を定めた

ときは，遅滞なく，これを公告しなければならない。 

５ 市長は，保存緑地の全部又は一部が第１項の要件に該当

しなくなったときは，その保存緑地の指定を解除し，又は

変更し，及びその保全計画を廃止し，又は変更するものと

する。 

６ 第２項の規定は保存緑地の指定の解除及び変更について，

第４項の規定は保存緑地の指定の解除及び変更並びに保全

計画の廃止及び変更について，それぞれ準用する。 

 

 （保存緑地の適切な管理等） 

第 12 条 保存緑地内の土地を所有し，又は管理する者は，当

該保存緑地における緑の保全を図るため適切な管理に努め

なければならない。 

２ 市長は，保存緑地における緑の保全を図るため必要があ

ると認めるときは，当該保存緑地内の土地を所有し，又は

管理する者に対し，その保全について助言，指導又は援助

をすることができる。 

 

 （標識の設置） 

第 13 条 市長は，保存緑地を指定したときは，当該保存緑地

内に，保存緑地である旨を表示した標識を設けなければな

らない。 

２ 保存緑地内の土地を所有し，占有し，又は管理する者は，

正当な理由がない限り，前項の標識の設置を拒み，又は妨

げてはならない。 

３ 何人も，第１項の規定により設けられた標識を市長の承

諾を得ないで移転し，若しくは除却し，又は汚損し，若し

くは損壊してはならない。 

 

 （保存緑地における行為の届出等） 

第 14 条 保存緑地において，次に掲げる行為をしようとする

者は，規則で定めるところにより，あらかじめ市長にその

旨を届け出なければならない。 

(1) 建築物等の新築，改築又は増築で規則で定める規模以

上のもの 

(2) 宅地の造成，土地の開墾，土石の採取その他の土地の

形質の変更 

(3) 木竹の伐採 

(4) 水面の埋立て又は干拓 

(5) 前各号に掲げるもののほか，当該保存緑地における緑

の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定め

るもの 

２ 前項の規定による届出をした者は，当該届出をした日か

ら起算して 30 日を経過した後でなければ，当該届出に係る

行為に着手してはならない。 

３ 市長は，当該保存緑地における緑の保全に支障を及ぼす

おそれがないと認めるときは，前項に規定する期間を短縮

することができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず，国の機関又は地方公共団体

（以下「国の機関等」という。）が行う行為については，第

１項の規定による届出をすることを要しない。この場合に

おいて，当該国の機関等は，同項の規定による届出を要す

る行為をしようとするときは，あらかじめ市長にその旨を

通知しなければならない。 

５ 市長は，前項後段の規定による通知があった場合におい

て，当該保存緑地における緑の保全のため必要があると認

めるときは，その必要な限度において，当該国の機関等に

対し，当該保存緑地における緑の保全のため採るべき措置

について協議を求めることができる。 

６ 次に掲げる行為については，第１項，第４項後段及び前

項の規定は，適用しない。 

(1) 保存緑地が指定された際既に着手していた行為 

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

(3) 法第６条第１項の緑地保全計画に定められた緑地の

保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

に従って行う行為 

(4) 法第 24 条第１項に規定する管理協定において定めら

れた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要

とされる施設の整備に関する事項に従って行う行為 

(5) 法第 55 条第１項又は第２項に規定する市民緑地契約

において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関

連して必要とされる施設の整備に関する事項に従って

行う行為 

(6) 保存緑地における緑の保全に支障を及ぼすおそれが

ない通常の管理行為その他の行為で規則で定めるもの 

７ 保存緑地において第１項各号に掲げる行為で前項第２号

に掲げるものをした者は，速やかに市長にその旨を届け出

なければならない。 

８ 市長は，第１項の規定による届出を要する行為をしよう

とする者又はした者に対し，当該保存緑地における緑の保

全のため必要な措置を採るべきことを勧告することができ

る。 
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 （禁止命令等） 

第 15 条 市長は，保存緑地において前条第１項の規定による

届出を要する行為をしようとする者又はした者に対し，当

該保存緑地における緑の保全のため必要があると認めると

きは，その必要な限度において，当該行為を禁止し，若し

くは制限し，又は当該行為の中止を命ずることができる。 

２ 前項の規定による処分は，前条第１項の規定による届出

をした者に対しては，その届出があった日から起算して 30

日以内に限り，することができる。 

３ 市長は，前条第１項の規定による届出があった場合にお

いて，実地の調査をする必要があるときその他前項に規定

する期間内に第１項の規定による処分をすることができな

い合理的な理由があるときは，その理由が存続する間，前

項に規定する期間を延長することができる。この場合にお

いては，同項に規定する期間内に，前条第１項の規定によ

る届出をした者に対し，その旨，延長する期間及び延長す

る理由を通知しなければならない。 

４ 市長は，第１項の規定による処分に違反した者に対し，

相当の期限を定めて，当該保存緑地における緑の保全に対

する障害を排除するため必要な限度において，その原状回

復を命じ，又は原状回復が著しく困難である場合に，これ

に代わるべき必要な措置を採るべきことを命ずることがで

きる。 

 

 （立入調査） 

第 16 条 市長は，前２条の規定の施行に関し必要があると認

めるときは，その必要な限度において，当該職員又は市長

が委任した者を保存緑地内の土地又は建物内に立ち入らせ，

当該保存緑地における緑の状況を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査を行う者は，その身分を示す

証明書を携帯し，関係人の請求があった場合においては，

これを提示しなければならない。 

３ 何人も，正当な理由がない限り，第１項の規定による立

入調査を拒み，妨げ，又は忌避してはならない。 

４ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められ

たものと解してはならない。 

 

 （保存緑地保全協定） 

第 17 条 市長は，保存緑地内の土地を所有し，又は管理する

者と当該保存緑地における緑の保全に関する協定を締結す

るよう努めなければならない。 

 

 （土地の買取り） 

第 18 条 市は，保存緑地内の土地の所有者から当該土地の買

取りの申出があった場合において，当該保存緑地における

緑の保全のため特に必要があると認めるときは，当該土地

の全部又は一部を買い取ることができる。 

 

 

第２節 保存樹木等 

 

 （保存樹木等） 

第 19 条 市長は，地域の美観風致を維持するため保存するこ

とが必要な樹木又は樹木の集団（以下「樹林」という。）

が次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める基準に

該当するときは，当該樹木又は樹林を保存樹木又は保存樹

林（以下「保存樹木等」という。）として指定することが

できる。 

(1) 保存樹木 指定しようとする樹木が，規則で定める要

件に該当し，健全で，かつ，樹容が美観上特に優れてい

ること 

(2) 保存樹林 指定しようとする樹林が，規則で定める要

件に該当し，当該樹林に属する樹木が健全で，かつ，当

該樹林の樹容が美観上特に優れていること 

２ 市長は，保存樹木等の保全のため必要があると認めると

きは，規則で定める基準に従い，当該保存樹木等の存する

土地の区域の全部又は一部を樹木保存区域として指定する

ことができる。 

３ 市長は，保存樹木等又は樹木保存区域を指定しようとす

るときは，あらかじめ杜の都の環境をつくる審議会の意見

を聴かなければならない。  

４ 市長は，保存樹木等を指定したときは，当該保存樹木等

の保全計画（以下この条において「保全計画」という。）を

定めなければならない。 

５ 市長は，保存樹木等若しくは樹木保存区域を指定したと

き又は保全計画を定めたときは，遅滞なく，これを公告し

なければならない。 

６ 市長は，保存樹木等又は樹木保存区域の全部又は一部が

第１項又は第２項の規定に適合しなくなったときは，その

保存樹木等又は樹木保存区域の指定を解除し，又は変更し，

及びその保全計画を廃止し，又は変更するものとする。 

７ 第３項の規定は保存樹木等又は樹木保存区域の指定の解

除及び変更について，第５項の規定は保存樹木等又は樹木

保存区域の指定の解除及び変更並びに保全計画の廃止及び

変更について，それぞれ準用する。 

 

 （保存樹木等の保全等） 

第 20 条 保存樹木等又は樹木保存区域内の土地を所有し，又

は管理する者は，当該保存樹木等について，枯損の防止等

保全に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は，保存樹木等が滅失し，又は枯死し

たときは，遅滞なく，市長にその旨を届け出なければなら

ない。 

３ 市長は，保存樹木等の枯損を防止するため，その生育状

況の把握に努めなければならない。 

４ 市長は，保存樹木等の保全を図るため必要があると認め

るときは，第１項に規定する者に対し，その保全について

助言，指導又は援助をすることができる。 

 

 （標識の設置） 

第 21 条 市長は，保存樹木等又は樹木保存区域を指定したと

きは，保存樹木等にあってはその保存樹木等又はその存す

る土地に，樹木保存区域にあってはその区域内に，保存樹

木等又は樹木保存区域である旨を表示した標識を設けなけ

ればならない。 

２ 保存樹木等又は樹木保存区域内の土地を所有し，占有し，

又は管理する者は，正当な理由がない限り，前項の標識の

設置を拒み，又は妨げてはならない。 

３ 何人も，第１項の規定により設けられた標識を市長の承

諾を得ないで移転し，若しくは除却し，又は汚損し，若し
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くは損壊してはならない。 

 

 （樹木保存区域における行為の届出等） 

第 22 条 樹木保存区域において次に掲げる行為をしようとす

る者は，規則で定めるところにより，あらかじめ市長にそ

の旨を届け出なければならない。 

(1) 建築物等の新築，改築又は増築で規則で定める規模以

上のもの 

(2) 宅地の造成，土地の開墾，土石の採取その他の土地の

形質の変更 

(3) 木竹の伐採 

(4) 水面の埋立て又は干拓 

(5) 前各号に掲げるもののほか，当該樹木保存区域内の保

存樹木等（以下「区域内保存樹木等」という。）の保全

に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの 

２ 前項の規定による届出をした者は，当該届出をした日か

ら起算して 30 日を経過した後でなければ，当該届出に係る

行為に着手してはならない。 

３ 市長は，当該区域内保存樹木等の保全に支障を及ぼすお

それがないと認めるときは，前項に規定する期間を短縮す

ることができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず，国の機関等が行う行為につ

いては，第１項の規定による届出をすることを要しない。

この場合において，当該国の機関等は，同項の規定による

届出を要する行為をしようとするときは，あらかじめ市長

にその旨を通知しなければならない。 

５ 市長は，前項後段の規定による通知があった場合におい

て，当該区域内保存樹木等の保全のため必要があると認め

るときは，その必要な限度において，当該国の機関等に対

し，当該区域内保存樹木等の保全のため採るべき措置につ

いて協議を求めることができる。 

６ 次に掲げる行為については，第１項，第４項後段及び前

項の規定は，適用しない。 

(1) 樹木保存区域が指定された際既に着手していた行為 

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

(3) 法第６条第１項の緑地保全計画に定められた緑地の

保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

に従って行う行為 

(4) 法第 24 条第１項に規定する管理協定において定めら

れた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要

とされる施設の整備に関する事項に従って行う行為 

(5) 法第 55 条第１項又は第２項に規定する市民緑地契約

において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関

連して必要とされる施設の整備に関する事項に従って

行う行為 

(6) 区域内保存樹木等の保全に支障を及ぼすおそれがな

い通常の管理行為その他の行為で規則で定めるもの 

７ 樹木保存区域において第１項各号に掲げる行為で前項第

２号に掲げるものをした者は，速やかに市長にその旨を届

け出なければならない。 

８ 市長は，第１項の規定による届出を要する行為をしよう

とする者又はした者に対し，当該区域内保存樹木等の保全

のため必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 

 

 （禁止命令等） 

第 23 条 市長は，樹木保存区域において前条第１項の規定に

よる届出を要する行為をしようとする者又はした者に対し，

当該区域内保存樹木等の保全のため必要があると認めると

きは，その必要な限度において，当該行為を禁止し，若し

くは制限し，又は当該行為の中止を命ずることができる。 

２ 前項の規定による処分は，前条第１項の規定による届出

をした者に対しては，その届出があった日から起算して 30

日以内に限り，することができる。 

３ 市長は，前条第１項の規定による届出があった場合にお

いて，実地の調査をする必要があるときその他前項に規定

する期間内に第１項の規定による処分をすることができな

い合理的な理由があるときは，その理由が存続する間，前

項に規定する期間を延長することができる。この場合にお

いては，同項に規定する期間内に，前条第１項の規定によ

る届出をした者に対し，その旨，延長する期間及び延長す

る理由を通知しなければならない。 

４ 市長は，第１項の規定による処分に違反した者に対し，

相当の期限を定めて，当該区域内保存樹木等の保全に対す

る障害を排除するため必要な限度において，その原状回復

を命じ，又は原状回復が著しく困難である場合に，これに

代わるべき必要な措置を採るべきことを命ずることができ

る。 

 

 （立入調査） 

第 24 条 市長は，前２条の規定の施行に関し必要があると認

めるときは，その必要な限度において，当該職員又は市長

が委任した者を樹木保存区域内の土地又は建物内に立ち入

らせ，当該区域内保存樹木等の状況を調査させることがで

きる。 

２ 第 16 条第２項から第４項までの規定は，前項の規定によ

る立入調査について準用する。 

 

 （保存樹木等保全協定） 

第 25 条 市長は，保存樹木等又は樹木保存区域内の土地を所

有し，又は管理する者と当該保存樹木等の保全に関する協

定を締結するよう努めなければならない。 

 

 

第３章 緑の創出 
 （緑化義務） 

第 26 条 市は，第 29 条第１項第１号の行為を行う土地又は

同項第３号の行為を行う建築物の敷地内について，規則で

定める基準に従い，緑化を行わなければならない。 

２ 国の機関及び他の地方公共団体は，第 29 条第１項各号の

行為を行う土地又は建築物の敷地内について，前項の規則

で定める基準に準じて緑化を行わなければならない。 

 

第 27 条 第 29 条第１項第１号又は第２号の行為を行おうと

する者（国の機関等を除く。）は，その行為を行う土地又は

建築物の敷地内について，規則で定める基準に従い，緑化

を行わなければならない。 

 

 （道路に接する部分の緑化） 

第 28 条 前２条の規定により緑化を行う者は，特に道路に接

する部分の緑化に努めなければならない。 
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 （建築行為等に係る緑化計画書） 

第 29 条 次に掲げる行為（規則で定めるものを除く。以下「建

築行為等」という。）を行おうとする者は，規則で定めると

ころにより，あらかじめ当該建築行為等に係る土地又は建

築物の敷地内についての緑化に関する計画書（以下「緑化

計画書」という。）を市長に提出し，その認定を受けなけれ

ばならない。 

(1) 都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為 

(2) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第６条第１項

又は第６条の２第１項の規定による確認を必要とする

行為 

(3) 建築基準法第 18 条第２項の規定による通知を必要と

する行為 

２ 建築行為等を行う者は，前項の認定を受けた緑化計画書

に基づき行う緑化を完了したときは，速やかに市長にその

旨を届け出なければならない。 

 

 （報告及び立入調査） 

第 30 条 市長は，前条の規定の施行に必要な限度において，

建築行為等を行う者に対し，緑化に関する状況その他必要

な事項について報告させ，又は当該職員に，土地，建築物

若しくはその敷地に立ち入らせ，建築物，書類その他の物

件を調査させることができる。 

２ 何人も，正当な理由がない限り，前項の規定による報告

を拒み，若しくは虚偽の報告をし，又は同項の規定による

立入調査を拒み，妨げ，若しくは忌避してはならない。 

３ 第 16 条第２項及び第４項の規定は，第１項の規定による

立入調査について準用する。 

 

 （勧告） 

第 31 条 市長は，建築行為等を行う者が第 26 条又は第 27 条

に規定する緑化の義務に違反していると認めるときは，こ

れらの規定に定めるところにより緑化を行うべきことを勧

告することができる。 

２ 市長は，次の各号に掲げる者に対し，当該各号に定める

措置を採るべきことを勧告することができる。 

(1) 第 29 条第１項の規定による緑化計画書の認定を受け

ずに建築行為等を行った者 緑化計画書を市長に提出

し，その認定を受けること 

(2) 第 29 条第２項の規定による緑化の完了についての届

出をしない者 当該緑化の完了についての届出をする

こと 

(3) 前条第１項の規定による報告を拒み，若しくは虚偽の

報告をし，又は同項の規定による立入調査を拒み，妨げ，

若しくは忌避した者 報告を行い，若しくは当該虚偽の

報告の内容を是正し，又は立入調査を受け入れること 

 

 

第４章 緑の普及 
 （啓発） 

第 32 条 市は，緑の普及のため，緑に関する情報を収集する

とともに，市民及び事業者に緑に関する情報を提供するも

のとする。 

２ 市は，市民又は事業者が自発的に行う緑の保全，創出及

び普及に関する活動を促進するために必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。 

３ 市は，市民又は事業者を対象とする緑の保全，創出及び

普及に関する学校教育及び社会教育の充実に関し，必要な

施策を講ずるよう努めなければならない。 

 

 （表彰） 

第 33 条 市長は，緑の保全，創出又は普及に関し顕著な功績

があったと認める個人又は団体を表彰することができる。 

 

 （緑の活動団体の認定） 

第 34 条 市長は，この条例の目的に寄与する活動を行う団体

を，規則で定めるところにより，緑の活動団体として認定

することができる。 

 

 （支援） 

第 35 条 市長は，緑の保全，創出及び普及に関する施策を推

進するため必要があると認めるときは，市民又は事業者に

対し，専門家の派遣，緑化のための資材の提供，費用の助

成その他の支援を行うことができる。 

 

 

第５章 杜の都の環境をつくる審議会 
第 36 条 緑の保全，創出及び普及に関する事項を調査審議す

るため，杜の都の環境をつくる審議会（以下「審議会」と

いう。）を置く。 

２ 審議会は，次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 緑の基本計画の策定及び変更に関すること 

(2) 保存緑地の指定並びにその解除及び変更に関するこ

と 

(3) 保存樹木等の指定並びにその解除及び変更に関する

こと 

(4) 樹木保存区域の指定並びにその解除及び変更に関す

ること 

(5) 法第５条に規定する緑地保全地域に関すること 

(6) 法第 12 条第１項に規定する特別緑地保全地区に関す

ること 

(7) 法第 20 条第２項に規定する地区計画等緑地保全条例

に関すること 

(8) 法第 34 条第１項に規定する緑化地域に関すること 

(9) 前各号に定めるもののほか，緑の保全，創出及び普及

に関する事項 

３ 審議会は，委員 15 人以内をもって組織する。 

４ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 緑の保全，創出又は普及のための活動を行っている団

体の構成員 

(3) 前２号に掲げる者のほか，市長が適当と認める者 

５ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期

は，前任者の残任期間とする。 

６ 委員は，再任されることができる。 

７ 特別の事項を調査審議するため必要があると認めるとき

は，審議会に臨時委員を置くことができる。 

８ 前各項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に関

し必要な事項は，規則で定める。 
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第６章 雑 則 
 （公表） 

第 37 条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者について，

その者の氏名又は名称及び住所並びに公表の原因となる事

実を公表することができる。 

(1) 第13条第２項又は第21条第２項若しくは第３項の規

定に違反した者 

(2) 第 22 条第１項の規定による届出をせず，若しくは虚

偽の届出をした者 

(3) 第 22 条第２項の規定に違反した者 

(4) 第 23 条第１項の規定による命令に違反する行為をし，

又は同条第４項の規定による命令に違反した者 

(5) 第24条第２項において準用する第16条第３項の規定

に違反した者 

(6) 第 31 条の規定による勧告に従わなかった者 

２ 市長は，前項の規定による公表を行う場合は，当該公表

に係る者に対し，あらかじめ意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。 

 

 （委任） 

第 38 条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

 

 

第７章 罰 則 
 （罰則） 

第 39 条 第 15 条第４項の規定による命令に違反した者は，

１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

 

第 40 条 次の各号のいずれかに該当する者は，30 万円以下の

罰金に処する。 

(1) 第 13 条第３項の規定に違反した者 

(2) 第 14 条第１項の規定による届出をせず，又は虚偽の

届出をした者 

(3) 第 14 条第２項の規定に違反した者 

(4) 第 15 条第１項の規定による命令に違反する行為をし

た者 

(5) 第 16 条第３項の規定に違反した者 

 

 （両罰規定） 

第 41 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人

その他の従業員が，その法人又は人の業務又は財産に関し

て前２条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，

その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

 

附 則 
 （施行期日） 

１ この条例は，平成 18 年 10 月１日から施行する。 

 

 （経過措置）  

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の杜の都の環

境をつくる条例（以下「改正前の条例」という。）の規定に

よってした処分，手続その他の行為は，この条例による改正

後の杜の都の環境をつくる条例（以下「改正後の条例」とい

う。）中に相当する規定があるときは，改正後の条例の規定

によってした処分，手続その他の行為とみなす。 

 

３ この条例の施行の際現に改正前の条例第８条第１項の規

定により置かれた杜の都の環境をつくる審議会（以下「旧審

議会」という。）の委員である者は，この条例の施行の日に，

改正後の条例第 36 条第４項の規定により審議会の委員とし

て委嘱されたものとみなす。この場合において，その委嘱さ

れたものとみなされる者の任期は，同条第５項の規定にかか

わらず，同日における旧審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。 

 

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては，なお従前の例による。 

 

 （仙台市市税条例の一部改正） 

５ 仙台市市税条例（昭和 40 年仙台市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

 第 23 条の３第１号中「杜の都の環境をつくる条例（昭和

48 年仙台市条例第２号）第 17 条第１項」を「杜の都の環境

をつくる条例（平成 18 年仙台市条例第 47 号）第 17 条」に，

「第 19 条第３項」を「第 25 条」に改める。 

 

 （仙台市百年の杜づくり推進基金条例の一部改正） 

６ 仙台市百年の杜づくり推進基金条例（平成 10 年仙台市条

例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１号中「杜の都の環境をつくる条例（昭和 48 年

仙台市条例第２号）第 23 条」を「杜の都の環境をつくる条

例（平成 18 年仙台市条例第 47 号）第 18 条」に改める。 
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お問い合わせ先 

仙台市 建設局 百年の杜推進部 

〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

TEL 022-214-8388    FAX 022-216-0637 

E-mail ： ken010210@city.sendai.jp 

平成１８年６月 

私たちの郷土仙台は，緑に満ちた都市景観と情緒ある環境を保ちながら

健康で文化的な市民生活をはぐくみ，個性豊かな「杜の都」を形づくって

きた。 

しかしながら，急速な都市化の進展は，緑の環境の無秩序な破壊を招き，

市民共有の財産である杜の都の潤いある環境は，失われようとしている。 

緑は，人間にとって心のふるさとであり，生命の源である。 

緑に満ちた「明るく，住みよく，美しい」都市環境は，郷土を愛する市

民すべての切なる願いであり，その未来への継承こそ私たちに課せられた

大いなる責務である。 

ここに，私たちは，自然との調和ある環境の創造を都市づくりの理念と

し，市民挙げて緑の保護と積極的な育成に努め，杜の都の伝統ある風土を

未来に発展させることを決意し，この条例を制定する。 

 

杜の都の環境をつくる条例の前文より 


